
国保制度改革(税率改定)について

口福井県国民健康保険運営方針(案)【抜粋】

1 基本的事項

(1)策定の目的

・県が市町とともに国民健康保険の安定的な財政運営や効率的な事業運営を進

めるため、県内の統一的な国保運営方針を定め、市町が担う事務の効率化、

標準化、広域化を推進する。
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(2)対象期間

平成30年4月から平成33年3月まで(3年間)

2 国民健康保険の医療費および財政の見通し

(2)財政状況と赤字削減・解消

(赤字削減・角戦肖の取組み)

・現在、約半数の市町が保険料負担緩和等のため一般会計繰入を実施。

赤字補填等目的一般会計繰入の状況(H27)
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繰入実施市町数
および繰入額
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・各市町において決算補填等目的の一般会計繰入金と繰上充用金の削減・角斡肖
を着実に進める。

・単年度で赤字を解消できない市町は、'医療費適正化の取組みや保険料設定の

見直し、収納率向上などの対策、赤字解消の目標年次を定めた計画を作成。

保険料負担が急変しないよう段階的に解消。
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3 納付金および保険料率の算定方法

(1)保険料水準の統一に向けた考え方

・現状では市町間の医療費水準に約1.3倍、保険料に 1.6倍の差。

1人当たり医療費および保険料(H27)

・医療費水準に見合った保険料負担とし、医療費適正化のインセンティブとな

るよう、当面は納付金の算定に市町ごとの医療費水準の差を反映。

・将来的には医療費水準を反映せず保険料水準の統一を目指す。このため、医

療費適正化の取組みを進めるとともに、市町において標準的な保険料算定方

式としていく。

(2)標準的な保険料算定方式

・各市町の現行の保険料算定方式は4方式(所得割、資産割、均等割、世帯害D

となっているが、標準的な保険料算定方式は、資産割を廃止した3方式(所

得割、均等割、世帯胃D とする。

・市町は実際の保険料算定を3方式とするよう目標設定し、段階的に移行。

・市町は、県が示す標準保険料率を参考に実際の保険料率を決定。
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口国民健康保険税税率改定方針

1 国からの要請

被保険者の保険料負担に急激な負担増が生じないよう、赤字の削減・解消につ

いては、時間軸を置いて、ペース配分を考え、慎重に検討するよう地方自治体に

要請
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2 県の方針

保険税の算定方式統一については、赤字解消計画と密接なつながりがあり、市

町の実情に応じて検討してほしい。

赤字解消、算定方式統一ともに、運営方針見直し時の状況を踏まえ、目標を設

定できるか検討する。

3 あわら市の現状と今後の方針

(1)赤字解消と保険税算定方式

一般会計からの法定外繰入は実施しておらず、国民健康保険会計は赤字とはな

つていない。

現行の保険税算定方式は、資産割を含めた4方式となっているため、資産割を

廃止した3方式ヘの移行が必要となる。

(2) 3方式での税額試算

資産割を廃止し標準保険料率を用い、平成29年度国保税で試算した結果、3,797
世帯中、税額が増額となる世帯が 2,237世帯、減額となる世帯が 1,540世帯、増
減のない世帯が20世帯となった。また、所得階層で分析を行った結果、低所得者
から高所得者まで、各階層において増額となる世帯があった。

(3)あわら市の方針

県の運営方針に基づき、保険料水準の統一に向けて保険税算定方式を3方式に

移行するが、統一の目標年次が決まっていないことから、平成30年度については

税率の改定は行わず、各市町の動向を注視しながら、足並みを揃えて実施してい

きたい。
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平成29年度国保税を標準保険料率で試算した場合の増減
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